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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）
1 ３．推進の

ための施策
（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

①国や全ての人口２０万人以上の地方公共団体
等において、速やかに優先的検討規程の策定が完
了するよう、未策定団体の訪問等により、策定にお
ける課題の解消に向けた助言等の支援を実施す
る。

（平成２９
年度末ま
で）

＜内閣府＞ 内閣府 個別訪問やイベント（プラットフォーム等）、電話等を通じて、未策定
団体に対して策定の再要請及び状況のヒアリング・課題解消に向けた
助言支援等を実施すると共に、多くの団体が共通して抱える課題
（算出したVFMの妥当性、客観性のある定性評価、調査費用の捻
出等）を平成29年12月の優先的検討部会にて整理したところであ
り、今後対策を検討することとした。また、平成29年度末の国及び全
ての地方公共団体の策定状況を現在調査中であり、4月以降に公
表予定である。

国や全ての人口２０万人以上の地方公共団体等において、速やか
に優先的検討規程の策定が完了するよう、策定における課題の解消
に向けた助言等の支援を引き続き実施するとともに、毎年度策定状
況を公表する。
（平成３０年度から）

2 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

②優先的検討規程の運用状況をフォローアップし、
既に策定した運用の手引を踏まえ、運用上の課題
の抽出と対応策の検討を行うことにより、運用状況
の適正化を図る。

（平成２９
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 本年9月末時点の策定率及び策定・運用の課題を把握するべく、国・
全地方公共団体に対して上期フォローアップ調査を実施した。また、優
先的検討に関する優良事例の取組を実施している地方公共団体へ
ヒアリングも実施しており、それらの結果を踏まえ12月の優先的検討部
会において、運用における論点を整理したところである。

優先的検討規程の運用状況をフォローアップし、既に策定した運用の
手引を踏まえ、運用上の課題の抽出と対応策の検討を行うことによ
り、運用状況の適正化を図る。加えて、具体的な案件形成が実際に
進むように実施主体の経験に応じた支援・情報の横展開を行うととも
に、実施主体の負担を軽減する柔軟性・実効性のある検討・導入手
法の開発を検討する。
（平成３０年度から）

3 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

③優先的検討規程の策定及び運用を行う人口２
０万人未満の地方公共団体に対する支援事業を
実施する。

（平成２９
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 平成29年度、支援対象とする人口20万人未満の地方公共団体
（米子市）を選定（6月）。業務を委託するコンサルタントを決定
し、優先的検討規程策定と規程運用の初期段階の支援を実施。

優先的検討規程の策定及び運用を行い、具体的な案件形成に取り
組む地方公共団体に対する支援事業を実施する。

厚生労働省 平成29年3月31日に策定した「水道事業におけるPPP/PFI手法導
入優先的検討規程の策定ガイドライン」を厚生労働省のホームページ
に掲載し、活用を図っている。また、「水道分野における官民連携協
議会」において、地方公共団体である水道事業者等に対して改めて
同規程の活用を周知した（4回実施）。

国土交通省
水管理・国
土保全局

平成29年1月に下水道事業における優先的検討規程に関するガイド
ラインを策定し、国土交通省のホームページに掲載して、地方公共団
体に周知した。また、平成29年2月に同ガイドラインに関する勉強会を
開催するとともに、優先的検討規程に係る相談について適宜対応を
実施し、地方公共団体向けの説明会等において周知をしている。

＜厚生労働
省、国土交
通省＞

【取組番号２に統合】4 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

④上下水道における優先的検討規程の策定及び
実効性のある運用が行われるよう国においてフォロー
アップを行う。

（平成２９
年度から）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

5 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

⑤ＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を一部要件化した
事業分野（公営住宅、下水道）について、着実に
運用を実施する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
住宅局
水管理・国
土保全局

（水局）
平成29年度予算から、社会資本整備総合交付金等において、人口
20万人以上の地方公共団体における下水処理施設の改築にあたっ
てのコンセッション導入検討の要件化や下水汚泥有効利用施設の新
設にあたってのPPP/PFI導入の原則化を運用している。
また、適用状況を踏まえ、必要に応じてコンセッションの検討内容を改
善する。
（住宅局）
地域居住機能再生推進事業の新規採択事業において、
・平成28年度より、「PPP/PFI手法の導入検討の要件化」とともに、
「その検討費用」について補助対象化
・平成29年度より、三大都市圏で実施する場合はPPP/PFI手法の
導入の要件化
を行い、事業を実施。

【継続】
※取組番号６との統合に伴い、「ＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を一
部要件化した事業分野（公営住宅、下水道、都市公園）につい
て、着実に運用を実施する。」に記載変更

6 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

⑥都市公園の交付金事業の実施の際、平成２９
年の都市公園法の改正により新たに設ける公募設
置管理制度を含むＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を
一部要件化する。

（平成２９
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
都市局

社会資本整備総合交付金等の都市公園事業の事業要件に次の規
程を追加（平成29年6月）。

「なお、人口20万人以上の地方公共団体が、概算事業費10億円
以上と見込まれる施設の整備を新たに実施する場合は、（中略）平
成29年の都市公園法改正により設けられた公募設置管理制度を含
むPPP/PFI 手法の導入に係る検討を了することを要件とする。（後
略）」

【取組番号５に統合】

7 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

⑦優先的検討の優良事例の横展開の具体的推進
を図る。

（平成２９
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 地方公共団体へのヒアリングを実施しており、年度内に他の地方公共
団体の参考となる情報を整理した後、横展開する予定である。

【取組番号２に統合】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

8 ３．推進の
ための施策

（１）実効
性のある優
先的検討の
推進

⑧地域の実情や運用状況を踏まえ、人口２０万
人未満の地方公共団体への適用拡大を図る。その
際、実効性が上がる方策について、具体的に検討す
る。

（平成２９
年度末ま
で）

＜内閣府＞ 内閣府 フォローアップ調査で人口20万人未満の地方公共団体における課題
について把握し、12月の優先的検討部会において今後の論点も整理
済である。また、ヒアリング調査した優先的検討に関する小規模地方
公共団体の取組を整理し、今後横展開を図る予定。

地域の実情や先行事例を踏まえ、人口２０万人未満の地方公共団
体へのＰＰＰ／ＰＦＩの導入促進を図る。その際、人口２０万人
未満の地方公共団体をはじめとする実施主体の負担軽減策として、
柔軟性・実効性のある検討・導入手法の開発を検討する。
（平成３０年度から）

内閣府 平成29年度末までに計16地域の地域プラットフォーム形成支援を実
施（平成27年度：5地域、平成28年度：5地域、平成29年度：
6地域）

国土交通省
総合政策局

平成29年度までに、計36地域を支援している。

国土交通省
総合政策局

平成29年度は、人口20万人未満の地方公共団体への参画をはた
らきかけ、団体数の更なる増加を図っている。
※1/15時点の参画団体数は307

内閣府 国土交通省と連携し、ホームページで募集をするとともに、各地方公
共団体を訪問した際に参加の働きかけを実施。

【完了】10 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推

進

②地方ブロック単位で形成されたブロックプラットフォー
ムについては、平成２８年度末までに人口２０万
人以上の地方公共団体を中心に平成２８年版で
設定した目標団体数を超える１９１団体が参画し
ており、今後は人口２０万人未満の地方公共団
体への参画を働きかけ、団体数の更なる増加を図
る。

（平成３０
年度末ま
で）

＜国土交通
省、内閣府
＞

9 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

①人口２０万人以上の地方公共団体を中心に全
国で地域プラットフォームを４７以上形成する。

（平成３０
年度末ま
で）

＜内閣府、
国土交通省
＞

【完了】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

内閣府 地方ブロックプラットフォームや各種講演の機会等を活用してマニュアル
の周知を図り、地域プラットフォームの形成や運営の参考にしてもらうよ
う働きかけを実施。また、既存プラットフォームに対しても周知し、今後
の運営においてマニュアルを参考にしてもらうよう働きかけを実施。

国土交通省
総合政策局

ブロックプラットフォームにおいて周知している。

内閣府 既存プラットフォームの活動状況を確認する際に、併せて専門家派遣
の活用を紹介。要望に応じて専門家の派遣や内閣府職員による対
応を実施中。

国土交通省
総合政策局

平成29年11月に「国土交通省PPPサポーター制度」を創設した。ノウ
ハウを有し、経験豊かな地方公共団体職員等や専門家を「国土交
通省PPPサポーター」に任命し、地方公共団体等からの質問や派遣
依頼に対応している。

【継続】12 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

④地域プラットフォームの実践ノウハウを有する専門
家や経験豊かな地方公共団体職員を既存のプラッ
トフォームに派遣し、情報提供、助言等の支援を実
施する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府、
国土交通省
＞

11 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

③運用マニュアルの周知を図り、運用マニュアルを活
用したプラットフォーム形成及び効果的な運営を働き
かける。

（平成２９
年度から）

＜内閣府、
国土交通省
＞

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

内閣府 平成29年度において複数の地方公共団体等で構成される広域的な
５地域（石川県域、岐阜県域、三重県域、京都府域、宮崎県
域）の地域プラットフォーム形成・運営を支援。

国土交通省
総合政策局

平成29年度までに、計7地域を支援している。

内閣府 地方公共団体等にアンケートを実施し、地域プラットフォームの形成
数、具体の案件形成数の状況をフォローアップし、ホームページで結果
を公表する予定

国土交通省
総合政策局

平成29年度までの支援先、平成28年度までの支援成果は全て公
表済み。平成29年度の支援成果については平成30年度より随時公
表予定。

【継続】14 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

⑥地方公共団体等に対して、地域プラットフォームの
形成数や具体の案件形成数等の実施状況のフォ
ローアップを実施し、結果を公表する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府、
国土交通省
＞

13 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

⑤複数の地方公共団体等で構成される広域的な
地域プラットフォームの形成・運営を支援する。

（平成２９
年度から）

＜内閣府、
国土交通省
＞

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

内閣府 国土交通省と連携し、平成28年度より全国９ブロックにおいて継続
的に開催されている会議の中で国の施策や内閣府の取組に関する情
報提供や地方公共団体等との意見交換を実施。

国土交通省
総合政策局

全国9ブロックで継続的に開催している。平成29年度は、アンケートに
よりニーズを把握した上で以下の取組を実施。
・首長意見交換会の開催（北陸、近畿、北海道、中国）
・サウンディングの開催（関東、中部、近畿、九州・沖縄）
・コンセッションセミナーの開催（関東）
・ワークショップの開催（東北、関東、中部、中国、四国、九州・沖
縄）
・実践的研修の開催（北海道、東北、北陸、四国）
またブロックプラットフォームの開催に合わせて国土交通省のコンセッショ
ンの取組・推進に関する資料を参加者に配布。

16 ３．推進の
ための施策

（３）公的
不動産にお
ける官民連
携の推進

①道路上部空間の利用等により、都市再生と一体
的な高速道路の大規模改修を推進するため、首都
高速道路築地川区間をモデルケースとし、ＰＰＰの
活用について検討を引き続き推進する。

ー ＜国土交通
省＞

国土交通省
道路局

関係者間で検討を実施。 【継続】

17 ３．推進の
ための施策

（３）公的
不動産にお
ける官民連
携の推進

②平成２９年の都市公園法の改正による公募設
置管理制度の創設等、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の拡
充を行う。

（平成２９
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
都市局

第193回通常国会において都市緑地法等の一部を改正する法律が
成立、平成29年6月施行され、公募設置管理制度を創設。

公募設置管理制度の着実な導入促進を図る。（平成30年度か
ら）

18 ３．推進の
ための施策

（３）公的
不動産にお
ける官民連
携の推進

③国立大学法人の土地等について、当該法人の業
務に関わらない使途としても、文部科学大臣の認可
を受ければ第三者に貸付けることができる制度が創
設されたことから、当該制度の活用により、国立大学
法人の資産の有効活用が図られるようにするため、
大学等に対して制度等についての周知を図る。

（平成２９
年度から）

＜文部科学
省＞

文部科学省 ・国立大学法人法改正を受けた第三者への土地等の貸付の規制緩
和については、改正法が施行された平成29年4月1日以降、全国の
国立大学法人の学長等が出席する会議(平成29年6月15日)等も
含めた国立大学法人関係者が集まる会議等において周知を行ってい
るところ。

【完了】

15 ３．推進の
ための施策

（２）地域
プラットフォー
ムを通じた案
件形成の推
進

⑦ブロックプラットフォーム等を積極的に活用し、地方
公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業推進に関
する国への施策ニーズの把握に努めるとともに情報
提供、助言等を行う。

（平成２８
年度から）

＜内閣府、
国土交通省
＞

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

19 ３．推進の
ための施策

（３）公的
不動産にお
ける官民連
携の推進

④若年人口の減少に伴い、今後小中学校等の遊
休化が急速に拡大する中で、地域包括ケア拠点と
しての利活用等、文教施設等の集約・複合化等に
向け、官民合同検討会、地元企業参画スキームの
優良事例の横展開等を行う。

（平成２９
年度から）

＜文部科学
省、厚生労
働省、内閣
府＞

文部科学省 ・廃校活用事例集を活用し、各種説明会等において普及啓発を行
う。
・文科省・厚労省・内閣府とが連携し、地域プラットフォーム等を活用
した情報提供を行う。
・文教施設と福祉施設等を複合化した事例を盛り込んだ、文科省・
厚労省連名の資料を作成した。これを活用し、各種説明会等で情報
提供を行う。

【継続】

20 ３．推進の
ための施策

（３）公的
不動産にお
ける官民連
携の推進

⑤地方公共団体における公共施設等総合管理計
画及び固定資産台帳の整備・公表を引き続き進め
ることにより、公的不動産の活用への民間事業者の
参画を促す環境の整備を進める。

ー ＜総務省＞ 総務省 【公共施設等総合管理計画】
都道府県及び指定都市については全団体、その他の市区町村につい
ては９9．4％の団体において、策定済み。（平成29年9月末時
点）また、各団体の公共施設等総合管理計画の策定状況を、総務
省のホームページにて公表している。
【固定資産台帳】
「整備済」が1,586団体（88.7％）、「整備中」が202団体
（11.3％）となっている。（平成29年9月末時点）また、各団体が
公表した固定資産台帳へのリンク集を、総務省のホームページにて公
表する予定（３月中）。

【継続】

国土交通省
総合政策局

平成29年度までに、全国6地域（東京、札幌、仙台、福岡、名古
屋、大阪）で、地方公共団体や民間事業者向けに、本ガイドをテー
マとした講演を実施。また、国土交通省のHPで公表している他、ブロッ
クプラットフォームや各種講演においても周知を図っている。

総務省 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議において、地方
公共団体に対して周知を図っている。

【継続】21 ３．推進の
ための施策

（４）民間
提案の積極
的活用

①民間提案を促進するため、「ＰＰＰ事業における
官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイ
ド」の周知を図る。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省、内閣
府、総務省
＞
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

内閣府 国土交通省と共催の地方ブロックプラットフォームをや各種講演を活用
して周知を図っている。

22 ３．推進の
ための施策

（４）民間
提案の積極
的活用

②民間事業者が提案を行うために必要な情報提
供、提案に対する応答、提案の評価方法、検討結
果の公表、提案を行う民間事業者の権利利益の確
保等を明記した民間提案活用指針を策定する。

（平成２９
年度末ま
で）

＜内閣府＞ 内閣府 大府市への支援等を通じて、民間提案（ＰＦＩ法に基づかないもの
も含めて）に関し、実情や、情報提供のあり方、提案の評価方法等
の課題について調査検討を実施中。現在進行中の大府市の事業の
状況を踏まえて、民間提案活用指針の策定の必要性も含めて引き
続き検討中。

官民対話・民間提案が一層積極的に活用されるよう、支援事業や実
施事例を通じての知見の収集につとめ、既存の指針やガイドラインと併
せて周知を図る。
（平成３０年度から）＜内閣府＞

23 ３．推進の
ための施策

（４）民間
提案の積極
的活用

③民間提案を活用する地方公共団体等に対する
支援を実施する。

（平成２９
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 平成29年度、支援対象とする地方公共団体（大府市）を選定
（6月）。業務を委託するコンサルタントを決定し、民間提案を活用し
た取組に対する支援を実施。

【継続】

24 ３．推進の
ための施策

（４）民間
提案の積極
的活用

④優先的検討プロセスにおける民間提案制度のあり
方を検討する。

（平成２９
年度末ま
で）

＜内閣府＞ 内閣府 優先的検討に係る課題（算出したVFMの妥当性、客観性のある定
性評価、調査費用の捻出等）を平成29年12月の優先的検討部
会にて整理した。

優先的検討の負担軽減策として、官民対話や定性的評価の手法充
実等による柔軟性・実効性のある検討・導入手法の開発が可能か検
討する。

25 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

①国土交通大学校等の国の教育機関を活用し、
実践的なカリキュラムを充実させるなどにより、ＰＰＰ
／ＰＦＩ事業に関する知識を有する職員等を育成
する。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省、内閣府
＞

国土交通省
総合政策局

平成29年度は講師に実務経験やノウハウが豊富な自治体職員や専
門家を招き、事業発案から実施までの一連の流れを踏まえた講義を
実施した。（参加者は91名。（前年度比約2倍））

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

26 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

②ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する地方公共団体等
からの照会・相談に対応する省庁横断的なワンス
トップ窓口について、公的不動産利活用事業やバン
ドリング・広域化等の照会・相談に対応できるよう調
整体制を強化するとともに、その周知を図る。

（平成２９
年度末ま
で）

＜内閣府＞ 内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩの実務を経験し、迅速に対応できる政策調査員等
を配置。平成29年度に政策調査員を増員し体制強化を図っている。
また、各種講演等を通じてワンストップ窓口支援の周知を実施。
その他、ワンストップ窓口の制度の創設を盛り込んだPFI法改正法案
を平成30年通常国会に提出した

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンストップ窓口や助言機能が円
滑に運用されるよう、管理者等に対する支援・モニタリングスキームの詳
細を検討する。
（平成３０年度末まで）＜内閣府＞

27 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

③ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の専門家や法律、会計、
税務、金融等の高度な専門的知識を有するコンセッ
ション事業の専門家を地方公共団体等に派遣し、
ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の実施に関する情報提供、
助言等の支援を実施する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 地方公共団体等への専門家派遣は平成28年度46件実施。平成
29年度は12月末時点で41件の申込があり、情報提供、助言等を
行っているところ。
また、高度専門家派遣による支援事業として平成28年度に大阪市
の新美術館計画、平成29年度に南伊豆町の広域型廃棄物処理施
設の整備・運営計画を支援した。

【継続】

28 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

④バンドリング・広域化、あるいは公的不動産利活
用を含めた幅広い種類のＰＰＰ事業について先導
性の高い優良事例を収集する。この際、地域経済
の活性化への貢献のほか、庁内での意思決定段
階、プロジェクト推進段階、あるいは地元関係者との
合意形成の段階等に踏み込んでの成功要因の分
析も行い、これを同種・類似のＰＰＰ／ＰＦＩ事
業を実施しようとする地方公共団体等へ情報提供
することにより横展開を図る。

（平成２９
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 平成29年度、調査業務を活用し、事例についての情報収集を行い、
活用が進んでいない分野や重点的に推進を図るべき分野等、分野ご
との状況を把握。それぞれの分野の状況に応じた情報収集及び横展
開について検討を実施中。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

国土交通省
総合政策局

平成29年度は4ブロック（北陸、近畿、北海道、中国）で首長意見
交換会を開催した。

内閣府 国土交通省と連携し、全国のブロックプラットフォームにおける首長意見
交換会を実施。
また、資産経営・公民連携首長会議に参加し、首長向けに講演を実
施。

30 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

⑥ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する提案受付・相談
窓口を設置するとともに、国自ら先行事例の形成を
図る。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
総合政策局

国土交通省のホームページ上に「PFI相談窓口」を設けている。また、
自治体単位のプラットフォーム支援においても案件形成を図っている。

【継続】

31 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

⑦水道・下水道事業の広域化等及び更なる民間
活用の促進のため、「公営企業の経営のあり方に関
する研究会」報告書に示された留意点等について、
地方公共団体への周知を図る。

（平成２９
年度から）

＜総務省＞ 総務省 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議（平成30年1
月25日）や全国都道府県・政令都市公営企業管理者会議など、
地方公共団体を対象とした各種会議等において周知を図っていく。

【継続】

32 ３．推進の
ための施策

（６）株式
会社民間資
金等活用事
業推進機構
の活用

①リスクマネーの「呼び水」としての機構の出融資を
最大限活用し、案件形成プロセスの早期の段階か
ら牽引役としての役割を果たし、重点分野に掲げる
コンセッション事業の着実な実現を図るとともに、Ｐ
ＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程や公共
施設等総合管理計画の本格的な運用を開始する
地方公共団体を中心に収益型事業を推進する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 ・平成29年度は、1月末時点までに、5案件（むつざわスマートウェル
ネスタウン拠点形成事業、帯広市新総合体育館整備運営事業等）
について支援決定

【継続】

29 ３．推進の
ための施策

（５）情報
提供等の地
方公共団体
に対する支
援

⑤首長、地方議会等のＰＰＰ／ＰＦＩに対する
理解促進を図るため、首長、地方議会等を対象とし
たセミナー等を実施する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省、内閣府
＞

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

33 ３．推進の
ための施策

（６）株式
会社民間資
金等活用事
業推進機構
の活用

②上下水道のコンセッション事業の導入に当たって
は、これらの事業が抱える中長期的な経営上の課
題について首長の認識や住民の理解を得ることが前
提となる。このため、機構のコンサルティング機能をフ
ルに活用し、上下水道の事業計画・収支計画・資
金計画等の検討をサポートし、コンセッション事業の
導入に向けた検討を促進する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 ・浜松市上下水道事業管理者と上水道コンセッションの制度設計に
係る論点を整理
・宮城県上工下水一体官民連携運営検討会に参加のうえ、制度設
計に係る意見を陳述
・近江八幡市上下水道局に病院ＰＦＩ事業との違いと水道コンセッ
ションの意義・論点・留意点を説明し、意見を交換
・須崎市下水道担当部と下水道コンセッションの論点・留意点を説明
し、意見を交換
・下水道展（2017年）の併催企画として国土交通省が開催した
「下水道における課題解決のためのＰＰＰ／ＰＦＩ説明会」におい
て基調講演を実施
・国土交通省による「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に
向けた検討会」に参加し、意見を交換
・厚生労働省・経済産業省による「水道分野における官民連携推進
協議会」に参加し、意見を交換

【継続】

34 ３．推進の
ための施策

（６）株式
会社民間資
金等活用事
業推進機構
の活用

③地域におけるＰＦＩ事業で地域の民間事業者
が主導的な役割を担うことができるよう、ＰＦＩに係
る知識や具体的案件への取組方法等の情報提供
を行うとともに、地域金融機関等に対しリスク分析手
法や契約実務等に係るプロジェクトファイナンスのノウ
ハウの移転を進め、地域人材の育成を図る。

（平成２８
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 ・現在進行中の案件に関わる事業者や金融機関へのサポートを行うと
ともに、国土交通大学校、東海財務局及び地域プラットフォーム（相
模原市、宮崎県及び石川県）等で、PFIのファイナンスについて講演
を実施

【継続】

35 ３．推進の
ための施策

（６）株式
会社民間資
金等活用事
業推進機構
の活用

④コンセッション事業を推進する地域金融機関、民
間機関投資家等の関係者との協議を継続するとと
もに、案件の形成支援と資金の供給を通じて、全国
各地において多様な分野で多数の収益型事業に対
して安定的に民間資金が供給されるような環境の整
備に寄与することにより、民間インフラファンドの組成
を推進する。

（平成２８
年度から）

＜内閣府＞ 内閣府 ・地銀等３行、民間ファンド８社、証券会社１社と、機構からの出資
を得た形での民間インフラファンド設立に係るファンド運営方法及び投
資案件動向に係る意見交換を実施。
また、三菱商事株式会社の100%連結子会社である丸の内インフラ
ストラクチャー株式会社が組成した丸の内インフラストラクチャー投資事
業有限責任組合について支援決定。

【継続】

11



章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

36 ４．集中取
組方針

①空港 空港運営の自由度を高め、既存ストックを活用した
新規需要の開拓や交流人口の拡大による地域活
性化に資するため、次に掲げる措置等により、原則と
して全ての国管理空港にコンセッションを拡大するとと
もに、地方管理空港においても積極的な導入を図
る。なお、国管理空港においては、今後のコンセッショ
ンに関する制度整備（ガイドラインの改定等も含
む）や議論も踏まえて、平成２９年末までに関係
府省にて議論・整理する。

（平成２９
年度末ま
で）

＜国土交通
省、関係府
省＞

国土交通省
航空局

・国管理空港の第1号案件である仙台空港においては、平成28年7
月より東急前田豊通グループが設立した仙台国際空港株式会社が
空港運営事業を開始しており、高松空港においては、平成29年7月
に優先交渉権者を選定し、平成30年4月からの運営開始を予定して
いる。
福岡空港においては、平成31年度からの運営開始に向けて公募選
定手続きを行っており、熊本空港おいては、平成32年度からの運営
開始に向けて平成30年1月に実施方針を公表したところ。
このほか、北海道7空港（うち3空港は地方管理空港）においては平
成32年度の運営開始に向けて、広島空港においても平成33年度の
運営開始に向けた手続きを開始している。
地方管理空港についても、神戸空港において、平成29年7月に優先
交渉権者を選定し、平成30年4月からの運営開始を予定しているほ
か、鳥取空港においては平成30年7月の運営開始に向けて、静岡空
港、南紀白浜空港においても、平成31年度からの運営開始に向けて
公募選定手続きを行っている。
・国管理空港のコンセッションにおけるこれまでの対応について外部有
識者による検証を行い、検証結果を今後の案件に反映していく。

空港運営の自由度を高め、既存ストックを活用した新規需要の開拓
や交流人口の拡大による地域活性化に資するため、次に掲げる措置
等により、原則として全ての国管理空港にコンセッションを拡大するとと
もに、地方管理空港においても積極的な導入を図る。なお、国管理
空港のコンセッションにおけるこれまでの対応について外部有識者による
検証を行い、検証結果を今後の案件に反映していく。

37 ４．集中取
組方針

①空港 ・コンセッションを推進するための個別施策に関し、進
捗状況を「見える化」する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
航空局

コンセッション関連のセミナー、シンポジウム等に職員を派遣するなどの
取組を実施するとともに、国土交通省ホームページにおいて、各空港に
おける進捗状況、先行事例の公募書類等や提案概要、成果等を公
表している。

【継続】

38 ４．集中取
組方針

①空港 ・コンセッション実施による地域活性化等の効果を把
握・公表し、コンセッションに対する地域の理解・機運
を高める。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
航空局

コンセッション関連のセミナー、シンポジウム等に職員を派遣するなどの
取組を実施するとともに、国土交通省ホームページにおいて、各空港に
おける進捗状況、先行事例の公募書類等や提案概要、成果等を公
表している。

【継続】

39 ４．集中取
組方針

①空港 ・静岡空港や、北海道の小規模空港の事例を踏ま
えた事業モデルを構築し、横展開を図ることで、コン
セッションの導入を抜本的に加速する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
航空局

空港管理者に対して静岡空港の事例やコンセッションの考え方等を示
すとともに、空港管理者からの個別の相談に対して積極的な助言等を
行っている。今後、北海道の小規模空港の事例についても空港管理
者である自治体に示す予定。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

40 ４．集中取
組方針

①空港 ・北海道における７空港でのコンセッションの導入に
ついては、以下の５原則に基づいて具体化・推進
し、イコールフッティングの確保や特定地方管理運営
者制度の活用のために必要な事項の検討などの必
要な施策も実施した上で運営権者選定を図る。
Ⅰ．４管理者が、７空港一体という枠組みに変更
がないということを共有する。そして成功に向けて一致
団結して責任を共有する。
Ⅱ．４管理者は、一心同体のプロジェクトチームとし
て共同で公平な入札を行い、競争の中で成長力も
含めた７空港全体の能力強化に貢献する運営権
者を選定する。
Ⅲ．運営権者の提案や要求水準を遵守しない事
態が続いた場合には、４管理者全ての契約解除を
念頭に対処できる包括的な仕組みをつくる。
Ⅳ．黒字の空港による赤字補てんという形ではなく、
民間の経営力と統合効果による自治体管理空港
の成長を目指す。
Ⅴ．原則としては、選ぶ側と選ばれる側の立場の混
同につながる管理者による出資は行わない。

（平成３１
年度末ま
で）

＜国土交通
省、内閣府
＞

国土交通省
航空局

北海道における7空港については、5原則に基づき、イコールフッティング
の確保や特定地方管理者制度も踏まえて策定した基本スキーム案に
より、平成29年7～9月に民間投資意向調査（マーケットサウンディン
グ）の手続きを実施するとともに、平成30年2月に北海道内７空港
の管理者間において、実施方針の策定に向けた基本的事項を発表
し、４管理者が連携して、実施方針を策定・公表予定。
なお、イコールフッティングの確保については次期成長戦略策定前に各
地方公共団体へ周知文書を発出する予定。

【継続】

41 ４．集中取
組方針

①空港 ・コンセッション事業者の創意工夫が十分に発揮され
るよう規制の緩和や合理化を進める。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
航空局

コンセッション事業者の規制緩和要望を踏まえ、携帯品免税制度の
見直しについて平成29年度税制改正要望において要望した結果、
昨年12月の与党税制改正大綱に盛り込まれ、平成29年4月から制
度運用が開始された。
国内線の保安区域内への旅客以外の者の入場を可能とする仕組み
の導入に関しては、安全性に配慮することを前提に、関係者の意見を
聞きながら規定改正等の検討を進めている。
保安区域への厨房機器等の持込み等については現行制度で対応可
能である旨、運営権者（仙台空港）に伝達済み。
国と運営権者の間で区分所有されているCIQ施設について、運営権
者への所有権移転及び国への貸与を進め、ターミナルビル内の柔軟な
レイアウト変更を可能にすることについては、運営権者において計画内
容の具体化を進めているところであり、関係省庁とも連携しながら検討
を進めているところ。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

42 ４．集中取
組方針

②水道 次に掲げる措置等により、６件のコンセッション事業
の具体化を目標とする。合わせて、既に検討に着手
している案件について、事業開始まで切れ目ない支
援を行うことにより、コンセッション事業の着実な導入
促進を図る。

（平成３０
年度末ま
で）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 平成29年9月から新たに宮城県村田町が資産評価に着手し、宮城
県、浜松市等を含む合計6自治体が資産評価（デューデリジェンス）
に着手する等のコンセッション事業の具体化に取り組んでいる。その
他、9自治体において、コンセッション方式を含む官民連携に向けた検
討が行われている。その上で、既に検討に着手している上記15自治
体と定期的に意見交換を実施することにより切れ目ない支援を行って
いる。

【継続】

43 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道事業の財務や経営の「見える化」を推進する
ため、中長期的な水道料金の見込み等が記載され
た事業計画の策定・公表状況について国において
フォローアップを行う。

（平成２９
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 料金制度について中長期的な見通しに立った分析、検討を行うことを
含む水道事業ビジョンを厚生労働省から水道事業者等に策定を求め
ており、年度末までにその策定・公表の状況をフォローアップする。また、
水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に
係る見通しを作成し、公表するよう努めなければならないこととする等の
水道の基盤を強化するための水道法の一部を改正する法律案を平
成29年３月７日に国会へ提出したが、平成29年９月28日に衆議
院が解散し、審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同
法案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今
後、同法案の早期の成立を目指してまいりたい。

【継続】

44 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道事業にコンセッション事業を活用することにより
民間経営の原理を導入することが、広域化と併せ水
道事業の長期的な健全性の確保にとって有効な方
策であることを国が率先して示すことにより、地方公
共団体によるコンセッション事業の活用を強力に後押
しする。

（平成２８
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携協議会」や「水
道の基盤強化のための地域懇談会」等において、コンセッション事業等
に関する国の取組状況について情報提供を行うとともに、先行的に取
り組んでいる事例を紹介することなどにより、地方公共団体によるコン
セッション事業の活用を促進した（官民連携協議会は、H29年度は
計4回実施、地域懇談会は、H29年度は計5回実施）。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

45 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道分野におけるコンセッション等事業の検討促進
や住民不安の解消を目的とし、全国各地で水道分
野における官民連携推進協議会や地域懇談会等
を活用した啓発活動を実施する。

（平成２９
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 厚生労働省が主催する「水道分野における官民連携協議会」や「水
道の基盤強化のための地域懇談会」等において、官民連携による取
組事例を紹介する等の啓発活動を実施するとともに、民間資金等活
用事業推進機構など専門家を交えた意見交換行い、ノウハウの共有
を図った（官民連携協議会は、H29年度は計4回実施、地域懇談
会は、H29年度は計5回実施）。

【継続】

46 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道法の一部を改正する法律案が成立した場合
には、水道事業においてコンセッション事業を実施す
る際に参考となる契約書及び要求水準書のひな形
の作成及び周知を実施する。

（平成２９
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 平成29年９月28日に衆議院が解散し、水道法の一部を改正する
法律案は審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同法
案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今後、
同法案の早期の成立を目指すとともに、契約書及び要求水準書のひ
な形の作成等に取り組む。

【継続】

47 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道事業の具体の案件形成を行うため、既に第
三者委託等のＰＦＩ事業に取り組んでいる地方公
共団体等を対象に更なる首長等へのトップセールス
を実施する。

（平成３０
年度末ま
で）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 平成29年度は、24水道事業者等に対してトップセールスを実施した。 【継続】

48 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道法の一部を改正する法律案が成立した場
合、水道事業におけるコンセッション制度の運用につ
いて、事業の安定性、安全性、持続性の確保に留
意するとともに、新たな許可制度の運用について詳
細を検討する。

（平成２９
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 平成29年９月28日に衆議院が解散し、水道法の一部を改正する
法律案は審議未了により廃案となった。平成30年３月９日に同法
案が閣議決定され、同日、第196回通常国会に提出された。今後、
同法案の早期の成立を目指すとともに、新たな許可制度の運用につ
いて詳細に検討する予定。

【継続】

49 ４．集中取
組方針

②水道 ・これらの取組の実施状況について、四半期ごとに
フォローアップを行う。

（平成２８
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 これらの取組の実施状況について、四半期ごとにフォローアップを行っ
た。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

50 ４．集中取
組方針

②水道 ・水道分野において先導的に取り組む地方公共団
体に対しては、案件形成に向けて他分野での先進
的な取組事例に関する情報提供や助言等により継
続的な支援を行う。

（平成２９
年度から）

＜厚生労働
省＞

厚生労働省 水道分野における官民連携協議会において、他分野の先進事例で
ある公共下水道におけるコンセッション事例（浜松市）や工業用水
道分野の動向等に関する情報提供等を実施するとともに、宮城県・
奈良市・浜松市など先進的に取り組む水道事業者に対して定期的に
技術的助言や意見交換を行った。

【継続】

51 ４．集中取
組方針

③下水道 次に掲げる措置等により、６件のコンセッション事業
の具体化を目標とする。合わせて、既に検討に着手
している案件について、事業開始まで切れ目ない支
援を行うことにより、コンセッション事業の着実な導入
促進を図る。

（平成２９
年度末ま
で）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

大阪市・宮城県・小松市・大分市・大牟田市では、コンセッション方式
等の検討が行われており、事業の具体化に向けた助言等を実施す
る。また、平成30年4月に事業開始予定の浜松市に加え、奈良市、
三浦市、須崎市、宇部市、村田町のように、すでに事業の具体化に
向けた取組を進めている都市も含め、これらの地方公共団体に対して
案件スキームの検討や課題の抽出等に関する支援を行うとともに、定
期的に意見交換や助言等を実施することにより切れ目ない支援を行っ
ている。

コンセッション方式の検討に着手している案件について、事業開始まで
切れ目ない支援を行うことにより、コンセッション事業の着実な導入促
進を図る。

52 ４．集中取
組方針

③下水道 ・下水道事業の財務や経営の「見える化」を推進す
るため、中長期的な下水道料金の見込みが記載さ
れた事業計画の策定・公表について国においてフォ
ローアップを行う。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

全国の下水道管理者において、中長期的な下水道料金の見込みが
記載された事業計画を平成30年11月までに策定することとなってお
り、平成29年12月末における事業計画の策定率は49％である。ま
た、策定された事業計画については、適宜国土交通省のホームページ
上で公表しているところ。

【継続】

53 ４．集中取
組方針

③下水道 ・先行的に下水道のコンセッション事業に取り組んで
いる浜松市のコンセッション事業の着実な事業開始
を支援する。その他具体的に検討を進めている大阪
市・奈良市・三浦市・須崎市・宇部市等に対して、
技術的な助言等を実施し、案件形成を支援する。
これらの地方公共団体における課題やその解決策
等を抽出し、国が率先して示すことにより、地方公共
団体によるコンセッション事業の活用を強力に後押し
する。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

浜松市は平成30年4月の事業開始に向け、準備を進めているところ
であり、継続して支援を行う。また、その他に検討を進めている地方公
共団体については、案件形成や課題の検討等について財政的支援や
助言を実施している。引き続き、これらの都市に対する支援を行うとと
もに、得られた課題への対応策や知見等については、2ヶ月に1度の頻
度で開催している「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向け
た検討会」において、他の地方公共団体に共有する。また、本年7月
に新たに「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討
会　民間セクター分科会」を設置しており、更なるコンセッション事業の
促進のための課題等を検討し、同事業の活用を強力に後押ししてい
る。

先行的に下水道のコンセッション事業に取り組んでいる浜松市のコン
セッション事業の着実な事業実施を支援する。その他具体的に検討を
進めている地方公共団体に対して、技術的な助言等を実施し、案件
形成を支援する。これらの地方公共団体における課題やその解決策
等を抽出し、国が率先して示すことにより、地方公共団体によるコン
セッション事業の活用を強力に後押しする。
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

54 ４．集中取
組方針

③下水道 ・「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の
促進に向けた検討会」に民間企業を加え、官民リス
ク分担等の課題について対応策等の検討を行う。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

平成29年度は「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた
検討会」を計5回開催した。（3月の開催予定も含む）また、地方公
共団体の検討会とは別に、本年7月に新たに「下水道における新たな
PPP/PFI事業の促進に向けた検討会　民間セクター分科会」を設置
し、民間事業者の視点でのPPP/PFI事業の導入促進のために、官民
リスク分担等の課題の検討等を実施した。（第2回民間セクター分科
会については、2月に開催予定）

「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進に向けた検討
会｣や｢民間セクター分科会｣を通じて官民のリスク分担や課題の解決
方策について、検討を進めるとともに、コンセッション事業に取り組む地
方公共団体の検討の状況の「見える化」を行う。

55 ４．集中取
組方針

③下水道 ・「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の
促進に向けた検討会」とは別に、ブロック単位等の地
方において、意見交換会等を行い、国の職員等を
派遣する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

平成30年1～2月に、「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進
に向けた検討会」とは別に地方整備局（全国10箇所）において、地
方公共団体向けに官民連携等についての勉強会を実施する。

【継続】

56 ４．集中取
組方針

③下水道 ・下水道分野において、コンセッション事業の更なる
具体の案件形成を行うため、首長等へのトップセー
ルスを実施する

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

平成29年度は32の地方公共団体の首長や事業管理者等に対して
実施している（平成29年12月末）。引き続き、コンセッション事業の
更なる具体の案件形成を行うため、トップセールスを実施していく。

【継続】

57 ４．集中取
組方針

③下水道 ・これらの取組の実施状況について、四半期ごとに
フォローアップを行う。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

アクションプラン記載の各種取組について、四半期毎にフォローアップを
行った。

【継続】

58 ４．集中取
組方針

③下水道 ・コンセッションを含むＰＰＰ／ＰＦＩの導入促進
に向け、官民リスク分担に関するガイドラインの策定
等新たな措置を講ずる。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

コンセッションを含むPPP/PFIの導入促進に向け、民間セクター分科会
での議論等を踏まえ、報告書等にとりまとめて公表する予定である。

【取組番号５４に統合】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

59 ４．集中取
組方針

③下水道 ・下水処理施設等の改築への支援（社会資本整
備総合交付金等）にあたって、コンセッションの導入
の検討を要件化したところであり、具体的成果が速
やかに現れるよう、制度改正の趣旨を地方公共団
体に周知徹底するとともに、コンセッションの導入に係
る検討の状況の「見える化」の検討を含め、制度を
効果的に運用するための仕組みを整理する。

（平成２９
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
水管理・国
土保全局

全国下水道主管課長会議等をはじめ、各種会議等でコンセッション
導入検討要件化等の制度改正を周知している。
各地方公共団体のコンセッション導入に向けた取組状況については、
未来投資会議においても公表しており、内閣府のホームページ上にも
掲載しているところ。今後も引き続き、検討の状況の「見える化」を実
施していく。

【取組番号５と５４に統合】

60 ４．集中取
組方針

④道路 今後新たに実施を希望する管理者が出てきた場合
には、特区制度側での対応も踏まえつつ、その時点
で新たな数値目標の設定のあり方を速やかに検討
する。

ー ＜国土交通
省＞

国土交通省
道路局

61 ４．集中取
組方針

④道路 ・愛知県道路公社の先行事例について、他の道路
公社へのコンセッション事業の適用拡大を図るため、
その成果等を情報収集しつつ、情報提供を始めとし
た横展開を図る。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
道路局

62 ４．集中取
組方針

⑤文教施設 次に掲げる措置等により、平成２８年度から平成
３０年度までの集中強化期間中に３件のコンセッ
ション事業の具体化を目標とする。

（平成３０
年度まで）

＜文部科学
省＞

文部科学省 ・報告書「文教施設（スポーツ施設、社会教育施設及び文化施
設）における公共施設等運営権制度の可能性と導入について」を用
い、地域プラットフォーム等を通じて、地方公共団体等に普及啓発を
行う。
・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業
の検討を行う地方公共団体に対する支援事業を実施。（平成２９
年度予算事業。平成３０年度も引き続き実施予定。）併せて、文
科省において実務的な手引きについて策定する。（平成２９年度予
算事業）

【継続】

63 ４．集中取
組方針

⑤文教施設 ・文教施設（スポーツ施設、社会教育施設及び文
化施設をいう。以下同じ。）について、有識者検討
会の最終報告を踏まえ、コンセッション事業を活用し
た利用者の満足度の向上や収益性を高める取組が
実行されるよう、地方公共団体を支援する。

（平成２８
年度から）

＜文部科学
省＞

文部科学省 ・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業
の検討を地方公共団体に対する支援事業を実施。（平成２９年度
予算事業。平成３０年度も引き続き実施予定。）

【継続】

愛知県道路公社の先行事例については、地方ブロックプラットフォーム
や関係者会議において、情報提供を実施してきている。

愛知県道路公社の先行事例について、他の道路公社へのコンセッショ
ン事業の適用拡大を図るため、その成果等を情報収集しつつ、情報
提供を始めとした横展開を図る。
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

64 ４．集中取
組方針

⑤文教施設 ・文教施設の具体の案件形成を行うため、関係府
省と連携しながら、地方公共団体等への働きかけを
実施する。

（平成２８
年度から）

＜文部科学
省＞

文部科学省 ・地域プラットフォーム、地方公共団体向けの説明会、事務連絡等を
活用し、地方公共団体等に対し、有識者会議の報告書や文科省及
び他省庁の予算事業等について周知。
・また、内閣府予算事業に採択されている自治体にも個別ヒアリングを
実施。

【継続】

65 ４．集中取
組方針

⑤文教施設 ・文教施設へのコンセッション事業の活用の在り方に
関する有識者検討会での最終報告を踏まえ、地方
公共団体において具体の案件形成が行われるよう、
引き続き地方公共団体に対する支援を実施するとと
もに、実務的な手引きを策定する。

（平成２９
年度から）

＜文部科学
省＞

文部科学省 ・具体的な案件形成が進むよう、平成２９年度から、先導的に事業
の検討を行う地方公共団体に対する支援事業を実施。併せて、文科
省において実務的な手引きについて策定予定。（平成２９年度予
算事業）

【継続】

66 ４．集中取
組方針

⑤文教施設 ・有識者検討会の最終報告を踏まえ、都市部の文
教施設における案件形成においては、周辺の他施
設も包含した複合的運営による集客力拡大等の取
組が進められるよう、地方公共団体を支援する。

（平成２８
年度から）

＜文部科学
省、内閣府
＞

文部科学省 ・文部科学省において、有識者会議（「文教施設における公共施設
等運営権の導入に関する検討会」）を設置し、平成２９年３月末
に最終報告書を取りまとめ、複合的運営の可能性や先導的な検討
事例を整理。
・具体的な案件において、複合的運営の検討が進むよう、平成２９
年度から、先導的に事業の検討を地方公共団体に対する支援事業
を実施。（平成２９年度予算事業。平成３０年度も引き続き実施
予定。）

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

67 ４．集中取
組方針

⑥公営住宅 次に掲げる措置等により、平成２８年度から平成
３０年度までを集中強化期間として、６件のコン
セッション事業、収益型事業又は公的不動産利活
用事業の具体化を目標とする。

（平成３０
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
住宅局

68 ４．集中取
組方針

⑥公営住宅 ・公営住宅の建替・集約化に際して、低所得者の
居住の安定を図ることを前提としつつ、民間事業者
の経営手法や創意工夫を活用することにより管理運
営の効率化と資産価値の向上を図るとともに、余剰
地の有効活用等を通じて収益化を目指すことが重
要である。

ー ＜国土交通
省＞

国土交通省
住宅局

69 ４．集中取
組方針

⑥公営住宅 ・このため、将来的なコンセッション事業の活用を視
野に入れ、収益型事業や公的不動産利活用事業
の積極的活用により、公的負担の抑制を図る。

（平成２８
年度から）

＜国土交通
省＞

国土交通省
住宅局

70 ４．集中取
組方針

⑦クルーズ
船向け旅客
ターミナル施
設

次に掲げる措置等により、平成２９年度から平成
３１年度までを集中強化期間として、３件のコン
セッション事業の具体化を目標とする。

（平成３１
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
港湾局

71 ４．集中取
組方針

⑦クルーズ
船向け旅客
ターミナル施
設

・福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案
件等において、海外の事例やユーザーのニーズを踏ま
えたスキーム構築を支援し、先行事例の形成を図
る。

（平成３１
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
港湾局

・予算措置等の内容については下記のとおり
- 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩ導入を支援する事業（基
本構想検討に対する支援）を実施。
- 社会資本整備総合交付金において、「ＰＰＰ／ＰＦＩ等の事業
手法による民間投資の誘発を促進する事業」を重点配分対象化。
- 地域居住機能再生推進事業の新規採択事業において、H２８年
度より、「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入検討の要件化」とともに、「その
検討費用」について補助対象化。さらに、H29年度より、三大都市圏
で実施する場合はＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を要件化。

・平成３０年度までに６件の案件形成の目標に対し、現時点で４
件（神戸市、池田市、岡山市、東京都）が事業契約済。
・目標の達成に向けて、現在４件（埼玉県、大阪府、京都市、愛知
県）が事業予定者を決定し、事業契約の締結に向けた調整を行って
いるところ。

【継続】
平成３０年度以降についても、目標達成に向けて、左記の事業につ
いて引き続き支援を実施。

福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案件について、スキーム
構築を支援。

【継続】
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

72 ４．集中取
組方針

⑧ＭＩＣＥ
施設

次に掲げる措置等により、平成２９年度から平成
３１年度までを集中強化期間として、６件のコン
セッション事業の具体化を目標とする。

（平成３１
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
観光庁

・下記2件（横浜市みなとみらい21中央地区・20街区MICE施設・
愛知県国際展示場）のコンセッション事業が進捗中。

（参考）
【横浜市みなとみらい21中央地区・20街区MICE施設】
平成32年4月の事業開始に向け、平成29年3月に実施契約を締
結。
【愛知県国際展示場】
平成31年9月の事業開始に向け、平成29年7月に募集要項を公表
し、12月に優先交渉権者を決定、平成30年1月に基本協定を締
結。

【継続】

73 ４．集中取
組方針

⑧ＭＩＣＥ
施設

・福岡市ウォーターフロント再開発のコンセッション案
件等の先行事例を踏まえ、コンセッション方式のメリッ
ト等に係る情報を他の地方公共団体に対し積極的
に提供し、これら地方公共団体における同方式の導
入を促していく。

（平成３１
年度まで）

＜国土交通
省＞

国土交通省
観光庁

・平成29年7月、観光庁において策定した「関係府省MICE支援アク
ションプラン中間とりまとめ」に基づき、「MICE施設の運営等におけるコ
ンセッション方式の導入促進」に向けて、関係府省と連携し取り組み
中。
・コンセッション方式導入の可能性がある自治体・施設を整理し、神戸
市などに対し同方式の導入に向けた働きかけを行った。また、観光庁に
て設置した「グローバルMICE都市・都市力強化対策本部」や国土交
通省主催の「コンセッション事業推進セミナー」等の機会を活用し、各
自治体MICE担当者の知見の共有等を行った。

・横浜みなとみらい21や愛知県国際展示場のコンセッション案件等の
先行事例を踏まえ、コンセッション方式のメリット等に係る情報を他の地
方公共団体に対し積極的に提供し、これら地方公共団体における同
方式の導入を促していく。（平成31年まで。）

74 ４．集中取
組方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

・公営発電施設について、コンセッション方式を活用
したＰＦＩ事業のあり方について検討し、重点分野
の指定と数値目標の設定について結論を得る。

（平成２９
年度末ま
で）

＜経済産業
省＞

経済産業省 公営発電事業者からコンセッション方式を活用したＰＦＩ事業に対す
る意見を聴取し、期待される効果と問題点・課題を洗い出し。さらに、
意見を踏まえ、水力発電の促進とコンセッション方式によるＰＦＩ事
業への移行検討を促す観点から、平成３０年度予算案において、コ
ンセッション方式によるＰＦＩ事業の導入を前提とした、水力発電開
発地点のＦ／Ｓ調査に対する補助事業を新たに計上。

〇公営水力発電
次に掲げる措置等により、平成３０年度から平成３２年度までを集
中強化期間として、3発電施設のコンセッション方式を活用したＰＦＩ
事業への移行の具体化を目標とする。
・コンセッション方式によるＰＦＩ事業の導入を前提とした水力発電開
発地点のF/S調査に対する補助事業を計上し、地方公共団体におけ
る検討、移行を支援する。
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章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

75 ４．集中取
組方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

・工業用水道事業へのコンセッション方式導入案件
形成に向けた導入可能性等調査５件を目標に実
施する。

（平成３０
年度末ま
で）

＜経済産業
省＞

経済産業省 コンセッション方式の案件形成に向けた導入可能性等調査を５自治
体を対象に実施

〇工業用水道
次に掲げる措置等により、平成３０年度から平成３２年度までを集
中強化期間として、３件のコンセッション事業の具体化を目標とする。
・コンセッション方式の案件形成に向けた導入可能性等調査を引き続
き実施することで、先行事例の形成を図る。

厚生労働省 厚生労働省の予算事業において、コンセッション方式の活用を選択肢
の1つとして考える自治体における官民連携に係る検討を支援してい
る（平成28年度：近江八幡市及び竜王町、平成29年度：小諸
市）。また、コンセッション事業等の導入に向けた調査等に関する事業
に要する負担の一部を支援している(平成28年度：橋本市、紀の川
市及びニセコ町、H29年度：京都府、村田町及びニセコ町）。

国土交通省
総合政策局
※その他該
当あれば

（総政局）
平成29年度までに、先導的官民連携支援事業により12件のコンセッ
ション事業の検討の支援を実施している。
（水局）
平成29年度はコンセッション事業を含むPPP/PFIの導入を検討してい
る三浦市、宇部市、小松市、須崎市、奈良市、赤磐市、周南市、津
幡町、富士市の案件形成に関する準備事業の支援を実施している。

77 ４．集中取
組方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

・民間事業者との対話を通じてコンセッション事業の
更なる活用推進を図るため整理した課題への解決
に向けて、別紙の措置を講ずる。

（平成３０
年度末ま
で）

＜関係府省
＞

関係府省から随時報告を受け、内閣府にてガイドラインを策定。 【完了】

【継続】76 ４．集中取
組方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

・地方公共団体等が行うデューデリジェンス等のコン
セッション事業の準備事業に要する負担に対する支
援を実施する。

（平成２８
年度から）

＜厚生労働
省、国土交
通省＞

22



章 節 内容 期限 担当
府省庁 平成29年度末までの取組

PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）
に掲げる取組案

（改定アクションプランの記載案）

取
組
番
号

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組
回答

府省庁

PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版）に掲げる具体的取組のPDCA

内閣府 公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の利
用料金等に関する地方自治法の特例の創設を盛り込んだPFI法改
正法案を平成30年通常国会に提出した。

総務省 公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の利
用料金等に関する地方自治法の特例の創設を盛り込んだPFI法改
正法案を平成30年通常国会に提出した。

78 ４．集中取
組方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

・指定管理者でない公共施設等運営権者が、特定
の第三者に対して、公共施設等の設置の目的の範
囲内であっても使用を許すことが可能となるよう、Ｐ
ＦＩ法について、平成３０年通常国会において必
要な法制上の措置を講ずる。

（平成２８
年度から）

＜内閣府、
総務省＞

【完了】
※内閣府令、基本方針、ガイドライン等の関連法令・制度の制定は
追って対応
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取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

1

国土交通省が、地域課題の確認から事
業化に至るまで支援することにより、中
小規模の地方公共団体における官民
連携事業の実施上の課題克服に資す
るモデルを形成し、全国に横展開を図
る。

４．集中取組
方針

⑨その他の
分野及び分
野横断的事
項

平成30年度
から

国土交通省
総合政策局

－
中小規模の地方公共団体における官
民連携事業のモデルを形成する。

2

地方公共団体における、不動産証券化
手法による公的不動産（ＰＲＥ）の民間
活用を推進するため、平成29年度に改
訂した「公的不動産（ＰＲＥ）の民間活用
の手引き～不動産証券化手法を用いた
公的不動産（ＰＲＥ）民間活用のガイドラ
イン～」（Ｐ）を活用し、地方協議会等に
おいて周知を図る。

３．推進のた
めの施策

（３）公的不
動産におけ
る官民連携
の推進

平成３０年度
から

国土交通省
土地・建設産
業局

－ ※検討中

3

・実施主体の負担を軽減する柔軟性・
実効性のある検討・導入手法の開発を
検討する。
・実施主体の経験に応じた支援・情報
の横展開を行う。

３．推進のた
めの施策

（１）実効性
のある優先
的検討の推
進

平成３０年度
から

内閣府 －

具体的な案件形成が実際に進むように
実施主体の経験に応じた支援・情報の
横展開を行うとともに、実施主体の負担
を軽減する柔軟性・実効性のある検討・
導入手法の開発を検討する。
（現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号2,8,24に記載）

4
PPP/PFI推進に資するデータの見える
化の推進を図る。
（優先的検討規程関連）

３．推進のた
めの施策

（１）実効性
のある優先
的検討の推
進

平成３０年度
から

内閣府
平成29年度末・30年度上半期末の策定
状況を調査・公表。

策定における課題の解消に向けた助言
等の支援を引き続き実施するとともに、
毎年度策定状況を公表する。
（現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号1に記載）

5
PPP/PFI推進に資するデータの見える
化の推進を図る。
（民間事業の参入意欲刺激）

※検討中 ※検討中
平成３０年度
から

内閣府 － ※検討中
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取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

6
市場性の低い低未利用公的不動産利
活用について、優良事例の成功エッセ
ンスを抽出し、横展開を図る。

３．推進のた
めの施策

（３）公的不
動産におけ
る官民連携
の推進

平成３０年度
から

内閣府 － ※検討中

7

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンス
トップ窓口や助言機能が円滑に運用さ
れるよう、管理者等に対する支援・モニ
タリングスキームの詳細を検討する。

３．推進のた
めの施策

（５）情報提
供等の地方
公共団体に
対する支援

平成３０年度
末まで

内閣府 －

改正ＰＦＩ法案で創設する予定のワンス
トップ窓口や助言機能が円滑に運用さ
れるよう、管理者等に対する支援・モニ
タリングスキームの詳細を検討する。
（現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号26に記載）

8

PPP/PFIの活用が進む先進的な地方公
共団体における取組や組織設計等の
成功エッセンスを抽出し、横展開を図
る。

３．推進のた
めの施策

（５）情報提
供等の地方
公共団体に
対する支援

平成３０年度
から

内閣府 －
※検討中
（現アクションプランの進捗確認シート
の取組番号28に追記予定）

9 更なる啓発とメッセージ発信を行う。 ※検討中 ※検討中
平成３０年度
から

内閣府
政府インターネットTV等による啓発やア
クションプランや各種手引等によるメッ
セージ発信を実施。

※検討中

10
PPP/PFI推進の障害事項を整理し、対
策を検討する。

※検討中 ※検討中
平成３０年度
から

内閣府 法改正等を実施。 ※検討中
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取組
番号

本取組の概要 章 節 期限 担当府省庁 平成29年度末までの取組
平成30年度以降の取組

（改定アクションプランの記載案）

11 期間満了案件の効果検証を行う。 ※検討中 ※検討中
平成３０年度
から

内閣府 － ※検討中

12
官民のリスク分担や契約条件等の実態
把握調査を行い、対策を検討する。

※検討中 ※検討中
平成３０年度
から

内閣府 － ※検討中
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